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農水Ｃ－01 水源林造成事業＜共通事項＞ 

【指摘事項の類型】 

③ 費用対効果分析マニュアル等の内容

④ 費用対効果分析マニュアル等の運用

〔事業の概要〕 

 ダムの上流域などの水源 涵養
かんよう

上重要な奥地水源地域の民有林保安林のうち、水源涵養

機能が劣っている無立木地、散生地、粗悪林相地などを対象に早期に森林を造成し整備す

る。 

類型 総務省の指摘 農林水産省の対応

④

④

④

③

・ 本事業は、それぞれの広域流域にお

いて、林齢が①10～29年経過分、②30

～49 年経過分、③50 年以上経過分と

林齢によって区分して評価書が作成

されているところ、便益及び費用の算

出は、それぞれの林齢区分の代表林齢

のみについて行われている。

 しかしながら、マニュアルにおいて

は「便益及び費用は、評価期間内の額

について、社会的割引率により現在価

値化するものとする」とされているこ

とから、評価期間内の一部の額に係る

分析では不十分であり、全ての林齢に

係る便益及び費用を計測すべきでは

ないか。 

・ 単位当たりの水質浄化費（ｕ）に誤

用があり、水質浄化便益が過小に算出

されているのではないか。 

・ 事業を実施する場合と実施しない場

合における評価最終年の当該森林の

見込蓄積量の差（Ｖ２－Ｖ１）につい

て、評価書に適切な情報を表記すべき

ではないか。 

・ 炭素固定便益（樹木固定分）及び木

材生産確保・増進便益（森林整備分）

・ 便益及び費用の算出は、水源林造成事

業評価技術検討会委員の意見等を踏ま

え、代表林齢のみについて行っていると

ころであるが、今後は指摘も踏まえ、水

源林造成事業評価技術検討会委員の意

見を聴きながら、より適切な評価手法と

なるよう幅広に検討していく。

・ 指摘のとおり、便益が過小に算定され

ていたため、評価書を修正する。

また、評価書の作成過程における数値

のチェックを徹底する。

・ Ｖ１及びＶ２について、評価書の記載

に誤りがあるため、評価書を修正する。 
また、評価書の作成過程における数値

のチェックを徹底する。

・ 便益算定に当たっての雪害等による広

葉樹林化の影響については、最新の知見
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④

については、針葉樹が、将来において 

広葉樹林化することを考慮した上で

算定すべきでないか。 

・ 貴省の説明によれば、木材生産確

保・増進便益の算出に当たって用いる

「人工林・主伐材 木材市場価格」に

は、「山林素地及び山元立木価格調（日

本不動産研究所 平成 24年３月末）」

における各広域流域の都道府県の木

材価格の平均を用いているとのこと

であるが、一部の地域については、評

価書における数値と各広域流域の都

道府県の山元立木価格の平均値とで

相違があり、修正するべきではない

か。 

や水源林造成事業評価技術検討会委員

の意見も踏まえつつ幅広に検討してい

くこととする。

・ 各広域流域の都道府県の山元立木価

格の平均値を適用して木材生産確保・増

進便益を算出し、評価書を修正する。 

  また、評価書の作成過程における数値

のチェックを徹底する。
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農水Ｃ－01 水源林造成事業＜共通事項＞ 

 

【事業の概要】 

 水源林造成事業は、ダムの上流域などの水源 涵養
かんよう

上重要な奥地水源地域の民

有林保安林のうち、水源涵養機能が劣っている無立木地、散生地、粗悪林相地

などを対象に早期に森林を造成し整備する事業です。 

 本事業の評価では、「林野公共事業における事前評価マニュアル」（平成 24年

４月林野庁森林整備部計画課。以下「マニュアル」という。）を基に費用便益比

を算定しています。 

 

【総務省からの照会・農林水産省からの回答】 

〔照会１〕 

本事業においては、それぞれの広域流域において、林齢が①10～29年経過分、

②30～49年経過分、③50年以上経過分と３つの区分ごとに評価書が作成されて

いるところです。ここで、総便益（Ｂ）及び総費用（Ｃ）の算出過程を示した

便益集計表及び事業費集計表をみると、代表林齢（例えば 10～29年経過分であ

れば 10年経過契約地）に該当する地域のみの総便益（Ｂ）及び総費用（Ｃ）を

合算した集計結果となっており、総便益（Ｂ）、総費用（Ｃ）及びこれらから算

出された分析結果（Ｂ／Ｃ）は、代表林齢（10 年経過契約地、30年経過契約地、

50年経過契約地）のみに係る数値となっています。 

しかしながら、マニュアルにおいては、「便益及び費用は、評価期間内の額に

ついて、社会的割引率により現在価値化するものとする」とされていることか

ら、評価期間内の一部の額に係る分析では不十分なものと思われます。本事業

の評価においては、代表林齢によることなく、それぞれの林齢区分の全ての林

齢に係る便益及び費用を計測すべきと考えますが、貴省の見解をお示しくださ

い。 

 

〔回答１〕 

 便益算定に当たって、算定対象を対象広域流域の全林齢とした場合は、デー

タ収集等に多大な労力を要することから、算定対象は代表林齢のみとしている

ところです。 

 なお、代表林齢については、水源林造成事業評価技術検討会委員の御意見を

踏まえ、水源林造成事業の長期性を考慮して、施業特性に応じたまとまりをも

った区分で今後の方向性を判断できるようにするという観点から、10 年生（植

栽から下刈等終了まで初期段階）、30年生（間伐期の段階）、50年生（長伐期化

検討段階）として設定しているところです。 

今後は貴省の御指摘も踏まえ、水源林造成事業評価技術検討会委員の意見を

聞きながら、より適切な評価手法となるよう幅広に検討していきます。 
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〔照会２〕 

 マニュアルによると、本事業の便益項目の一つである「水質浄化便益」は、

全貯留量のうち生活用水使用相当分については水道代金で代替した費用で、そ

の他の水量については雨水利用施設を用いて雨水を浄化する費用により、それ

ぞれ比例按分して算出することとされており、算定式は以下のとおりとなって

います。 

 

 （Ｄ２－Ｄ１）  ×  Ａ  ×   Ｐ   ×    ｕ    × 10 

整備前後の貯留率の差    事業対象区域面積   年間平均降雨量      単位当たりの水質浄化費 

 （注１）得られた数値について、社会的割引率、評価期間等を勘案し、便益としている。 

 （注２）貯留率は、雨水等が土壌に浸透し蓄えられる率であり、森林整備などにより向上する。 

 

                             u ：単位当たりの水質浄化費（円/㎥） 

                            Ｑx：全貯留量のうち生活用水使用相当量(㎥) 

                            Ｑy：その他の水量（全貯留量－Ｑx）（㎥） 

                                Ｕx：単位当たりの上水道給水原価（円/㎥） 

                               Ｕy：単位当たりの雨水浄化費（円/㎥） 

 

 また、上記の計算に用いる数値については、「林野公共事業における事業評価

参考単価表（平成 24 年４月）」（以下「参考単価表」という。）の記載に基づき

整理すると、下表のとおり、全貯留量のうち生活用水使用相当量（Ｑｘ）は 155

億㎥、その他の水量（Ｑｙ）は 1,707.3 億㎥であることから、単位当たりの水

質浄化費（ｕ）は 77.57円となります。 

 しかしながら、本事業において用いられている数値は、全貯留量のうち生活

用水使用相当量（Ｑｘ）は 155 億㎥、その他の水量（Ｑｙ）は 1,862.3 億㎥で

あることから、単位当たりの水質浄化費（ｕ）は 76.88 円となり、参考単価表

における数値を用いた場合よりも、単位当たりの水質浄化費（ｕ）が過小に算

出されています。 

 

表１ 参考単価表と本事業における単位当たりの水質浄化費等の比較 

 生活用水使用 

相当量 

（Ｑｘ） 

その他の水量 

(全貯留量－Ｑｘ) 

（Ｑｙ） 

全貯留量 

 

(Ｑｘ＋Ｑｙ） 

単位当たりの 

水質浄化費 

（ｕ） 

参考単価表ベース 155 億㎥ 1,707.3億㎥ 1,862.3億㎥ 77.57円／㎥ 

本事業 155 億㎥ 1,862.3億㎥ 2,017.3億㎥ 76.88円／㎥ 

※ 当省の試算による。 

 

 以上のことから、参考単価表に基づく数値が正しい場合、本事業において用

-71-



いられているその他の水量（Ｑｙ）は誤用であり、この結果、誤った単位当た

りの水質浄化費（ｕ）に基づき算定された水質浄化便益は過小になっているも

のと考えますが、貴省の見解をお示しください。 

〔回答２〕 

 御指摘のとおり、単位当たりの水質浄化費（ｕ）の数値については、誤用に

より、便益額が過小に算定されていましたので評価書を修正いたします。また、

評価書の作成過程における数値のチェックを徹底します。 

〔照会３〕 

 マニュアルによると、本事業の便益項目の一つである「炭素固定便益（樹木

固定分）」は、森林整備を実施することによる当該森林の蓄積量の増加分から、

森林による炭素固定量を推計し、評価するとされており、算定式は以下のとお

りとなっています。 

（Ｖ２－Ｖ１） ×Ｄ × BEF × （１＋Ｒ） × 0.5 × （44÷12） × Ｕ 

Ｕ：二酸化炭素に関する原単位（円／CO2-ton） 

Ｖ１：事業を実施しない場合の評価最終年の当該森林の見込蓄積量（㎥） 

Ｖ２：事業を実施する場合の評価最終年の当該森林の見込蓄積量（㎥） 

Ｄ：容積密度（ton／㎥） 

BEF：バイオマス拡大係数（地上部バイオマス量／幹バイオマス量） 

Ｒ：地上部に対する地下部の比率（地下部バイオマス量／地上部バイオマス量） 

0.5：植物中の炭素含有率 

44÷12：炭素から二酸化炭素への換算係数 

（注３）得られた数値について、社会的割引率、評価期間等を勘案し、便益としている。 

 一方、評価書で示されている数値を上記算定式に代入した際に得られる便益

が評価書において記載されている便益と一致しないことから、貴省に確認した

ところ、評価書に記載されている「Ｖ２－Ｖ１」は１㏊当たりの評価最終年の

当該森林の見込蓄積量（㎥）であり、これに植栽予定面積を乗じることにより、

上記算定式における「Ｖ２－Ｖ１」を算出しているとのことでした。 

 しかしながら、評価書には植栽予定面積の記載がなく、評価書で示されてい

る１㏊当たりの評価最終年の見込蓄積量（㎥）では、上記算定式における「Ｖ

２－Ｖ１」や予定植栽面積を考慮した便益が算出できないことから、評価書に

適切な情報を表記すべきと考えますが、貴省の見解をお示しください。 

〔回答３〕 

御指摘を踏まえ、水源林造成事業の評価書におけるＶ１及びＶ２については、
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マニュアルに沿って、面積を乗じた数値で正しく表記することとします。また、

評価書の作成過程における数値のチェックを徹底します。 

〔照会４〕 

 照会３のとおり、本事業の便益項目の一つである「炭素固定便益（樹木固定

分）」は、森林整備を実施することによる当該森林の蓄積量の増加分から、森林

による炭素固定量を推計し、評価するとされています。 

 また、マニュアルによると、本事業の便益項目の一つである「木材生産確保・

増進便益（森林整備分）」は、事業の実施により、資源として蓄積された木材が

伐期において生産・利用される効果について、想定される木材生産量から算出

することとされており、算定式は以下のとおりとなっています。 

Ｖt × ＠ 

t年後における伐採材積（㎥）  木材市場価格（円／㎥） 

  （注４）得られた数値について、社会的割引率、評価期間等を勘案し、便益としている。 

 炭素固定便益（樹木固定分）については、樹種ごとに異なる１㏊当たりの見

込蓄積量に植栽予定面積を乗じることなどにより算定し、木材生産確保・増進

便益（森林整備分）については、Ｖｔに樹種ごとに異なる木材市場価格（円／

㎥）を乗じることなどにより算定しているところであり、いずれの便益におい

ても、広葉樹と比べ、本事業により植栽する針葉樹（トドマツ、アカエゾマツ

等）の方が、単位当たりの便益が高くなっています。 

表２ 石狩川広域流域 50年以上経過分におけるＶ１の例 

樹種 見込蓄積量（㎥／㏊） 

トドマツ 253 

アカエゾマツ 253 

広葉樹 91 

表３ 石狩川広域流域 50年以上経過分における木材市場価格（＠）の例 

樹種 木材市場価格（円／㎥） 

トドマツ 3,578 

アカエゾマツ 3,578 

広葉樹 0 

 また、Ｖ１及びＶ２の算出に当たり、植栽予定面積を用いていることなどか

ら、本事業に係る便益の計算において用いている樹木の分布状況は、将来にわ

たり一定であることがうかがえます。 
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 しかしながら、評価書によると、今回点検対象とした 30地区のうち、事業の

開始から 30 年以上経過した 18 地区全てにおいて、針葉樹林が、雪害、寒害、

風害、干害等により広葉樹林化しているとされていることから、本事業による

植栽面積と将来における樹木の分布状況は異なるものと考えられます。 

表４ 雪害等により広葉樹林化した林分の占める割合 

（単位：％） 

事業実施地区名 

広葉樹林化

した林分の

占める割合 

事業実施地区名 

広葉樹林化

した林分の

占める割合 

石狩川広域流域 50年以上経過分 38 石狩川広域流域 30～49年経過分 6 

岩木川広域流域 50年以上経過分 5 岩木川広域流域 30～49年経過分 5 

最上川広域流域 50年以上経過分 15 最上川広域流域 30～49年経過分 5 

利根川広域流域 50年以上経過分 15 利根川広域流域 30～49年経過分 7 

九頭竜川広域流域 50年以上経過分 24 九頭竜川広域流域 30～49年経過分 11 

熊野川広域流域 50年以上経過分 19 熊野川広域流域 30～49年経過分 9 

江の川広域流域 50年以上経過分 17 江の川広域流域 30～49年経過分 10 

四万十川広域流域 50年以上経過分 7 四万十川広域流域 30～49年経過分 5 

大淀川広域流域 50年以上経過分 14 大淀川広域流域 30～49年経過分 5 

 以上のことから、炭素固定便益（樹木固定分）及び木材生産確保・増進便益

（森林整備分）については、針葉樹が、将来において広葉樹林化することを考

慮した上で算定すべきと考えますが、貴省の見解をお示しください。 

〔回答４〕 

便益算定に当たっての雪害等による広葉樹林化の影響については、広葉樹林

化は雪害等による不測の事態により生じることから、現時点では予想は困難な

ため、期中の評価においてその時点の樹種構成を基に算定することで対応して

います。 

今後評価データの蓄積が進めば、考慮できる可能性も考えられることから、

最新の知見や水源林造成事業評価技術検討会委員の御意見なども踏まえつつ、

幅広に検討していきたいと考えます。 

〔照会５〕 

 本事業の便益項目の一つである木材生産確保・増進便益（森林整備分）は、

事業の実施により資源として蓄積された木材が伐期において生産・利用される

効果について、想定される木材生産量から算出するものです。貴省の説明によ

れば、本便益の算出に当たって用いる木材市場価格には、「山林素地及び山元立

木価格調（一般財団法人日本不動産研究所 平成 24 年３月末）」から各広域流
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域の都道府県の山元立木価格の平均値を適用することとされています。 

しかしながら、評価書における数値と各広域流域の都道府県の山元立木価格

の平均値とでは以下のように相違があります。各広域流域の都道府県の山元立

木価格の平均値を用いて便益を算出すべきと考えますが、貴省の見解をお示し

ください。 

広域流域の 

都道府県 

広域流域の都道府県の山

元立木価格の平均値（円） 

評価書上における価

格（円） 

杉 桧 松 杉 桧 松 

最上川 

広域流域 

山形県 3,390 1,773 2,951 2,022 

利根川 

広域流域 

茨城県、栃木県、

群馬県、千葉県、

埼玉県、東京都 

2,924 7,876 1,135 2,951 7,829 2,022 

九頭竜川 

広域流域 

石川県、福井県 3,021 7,550 1,375 2,951 7,829 2,022 

熊野川 

広域流域 

三重県、奈良県、

和歌山県 

2,344 7,223 1,657 2,951 7,829 2,022 

江の川 

広域流域 

島根県、広島県 1,583 5,750 2,885 2,951 7,829 2,022 

四万十川 

広域流域 

愛媛県、高知県 1,856 5,162 1,560 2,951 7,829 2,022 

大淀川 

広域流域 

宮崎県 2,550 5,255 2,286 2,951 7,829 2,022 

〔回答５〕 

 御指摘を踏まえ、上記７広域流域の木材生産確保・増進便益については、各

広域流域の都道府県の山元立木価格の平均値を用いて計算し直し、評価書を修

正します。また、評価書の作成過程における数値のチェックを徹底します。 

【総務省の対応方針】 

 照会１及び照会４について、検討する旨の回答が示されたため、今後の状況

を注視していくこととする。 

また、照会２、照会３及び照会５について、評価書の修正を行う旨の回答が

示されたため、修正された評価書が提出された際に内容を確認するとともに、

引き続き注視していくこととする。 
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